
 

 

平成 31年度税制改正における自動車関係諸税の 

見直しを求める意見書案 

 

日常生活において必要不可欠な交通手段である自動車には、取得・保

有・走行の各段階において、複雑かつ過重な税負担が課せられており、一般

財源化により課税根拠が喪失した税の存続や消費税との二重課税といった

様々な課題が指摘されている。 

自動車税制の簡素化や負担軽減は、自動車ユーザーの負担軽減のみなら

ず、自動車が重要な交通手段となっている地方の経済活性化にもつながる。

また、公共交通機関の廃止などの課題がある中で、誰もが自由に安全な移動

を享受できるよう、乗りやすく安全性の高い自動車を購入しやすい社会を実

現することが重要であり、このような観点からも、自動車税制の簡素化や負

担軽減を早急に実現することが必要である。 

 よって、本県議会は、自動車関係諸税について、地方財政に影響を与える

ことのないよう、具体的な代替財源を確保することを前提として、国におい

て、次の措置を講じられるよう強く要望する。   

 

１ 車体課税に関し、自動車重量税の「当分の間税率」を廃止するとともに、

自動車税・軽自動車税及び平成 31 年 10 月から導入が予定されている環

境性能割について、負担軽減を図るための措置を講ずること。 

２ 燃料課税に関し、「当分の間税率」を廃止するとともに、複雑な課税制

度の簡素化及び消費税との二重課税の解消を図るための措置を講ずるこ

と。 

 

以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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